
　

12
月
は
滞
納
整
理
強
化
月
間
で
す
。

う
っ
か
り
し
て
ま
だ
税
金
を
納
め
て
い

な
い
方
は
、
早
め
の
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。
滞
納
整
理
強
化
月
間
中
は
、
電

話
催
告
や
自
宅
を
訪
問
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

滞
納
を
放
置
す
る
と
、
税
法
の
規
定

で
滞
納
処
分（
財
産
の
差
し
押
さ
え
）を

受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

納
税
相
談
を
随
時
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、
納
税
で
お
困
り
の
方
は
、
ぜ
ひ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

公
売
の
話

　

税
金
を
滞
納
す
る
と
、
滞
納
者
が
所

有
す
る
財
産（
動
産
・
不
動
産
な
ど
）全

て
が
差
し
押
さ
え
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

動
産
や
不
動
産
を
差
し
押
さ
え
て
売
却

し
、
代
金
を
滞
納
し
て
い
る
税
金
に
充

当
す
る
こ
と
を
公
売
と
い
い
ま
す
。

悪
質
な
滞
納
者
等
は
長
野
県
地
方
税
滞

納
整
理
機
構
へ
移
管
し
ま
す
。

　

県
内
全
て
の
市
町
村
と
県
で
構
成
す

る
、
地
方
税
の
滞
納
整
理
専
門
組
織

「
長
野
県
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
」が
平

成
23
年
４
月
よ
り
業
務
が
開
始
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

機
構
で
は
、
市
町
村
や
県
か
ら
大

口
・
徴
収
が
困
難
な
滞
納
事
案
を
引
き

町
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
を
お
勧
め

し
ま
す
。

受
け
、
滞
納
者
が
所
有
す
る
財
産
を
徹

底
し
て
調
査
し
、
差
し
押
さ
え
や
公
売

等
の
厳
格
な
滞
納
処
分
を
中
心
と
し
た

滞
納
整
理
を
行
い
ま
す
。

　

町
も
こ
の
機
構
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

機
構
へ
の
移
管
に
あ
た
り
、
該
当
者
に

は
事
前
に「
移
管
予
告
通
知
書
」を
発
送

し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

表2　軽自動車

車種区分

標準税率
②重課税率

（登録後13年超）平成27年3月31日
までの登録車

①平成27年4月1日
以降の登録車

三　輪 3,100円  3,900円  4,600円

四輪以上

乗用
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

営業用 5,500円  6,900円  8,200円

貨物用
自家用 4,000円  5,000円  6,000円

営業用 3,000円  3,800円  4,500円

　

表
１
の
改
正
後
の
税
率
が
平
成
27
年
度
か
ら

適
用
さ
れ
ま
す
。

軽
自
動
車
税
の
税
率
が
変
更
に
な
り
ま
す

12
月
は
町
税
滞
納
整
理
強
化
月
間
で
す
！

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
住
民
税
係（
内
線
43
）

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
収
税
係（
内
線
41
・
73
）

表1　原動機付自転車など

車種区分 現行 改正後
（平成27年度から）

原動機付
自転車

50cc以下 1,000円 2,000円

50cc超90cc以下 1,200円 2,000円

90cc超125cc以下 1,600円 2,400円

ミニカー 2,500円 3,700円

軽二輪車 125cc超250cc以下 2,400円 3,600円

小型二輪 250cc超 4,000円 6,000円

小型特殊
自動車

農耕作業用 1,600円 2,400円

その他 4,700円 5,900円

○ 

平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に
最
初
の
新
規
検

査
を
受
け
た
車
両
は
、
税
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

○ 

平
成
27
年
４
月
１
日
以
降
に
最
初
の
新
規
検

査
を
受
け
た
車
両
を
取
得
し
た
場
合
は
、
表

　

平
成
26
年
度
の
税
率
改
正
に
よ
り
、
平
成
27

年
度
よ
り
軽
自
動
車
税
の
税
率
が
次
の
と
お
り

改
正
さ
れ
ま
す
。

２
の
①
の
税
率
が
平
成
27
年
度
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

○ 

平
成
28
年
度
か
ら
、
最
初
の
新
規
検
査
か
ら

13
年
を
経
過
し
た
軽
四
輪
車
等
に
は
、
標
準

税
率
か
ら
お
お
む
ね
20
％
の
重
課
税
が
表
２

の
②
の
と
お
り
適
用
さ
れ
ま
す
。

県内全ての市町村と県が協力して、
大口・徴収が困難な滞納事案を
専門的に処理する広域連合です。

滞納整理機構は、滞納事案を引き受け1年間で滞納処分します。

原
動
機
付
自
転
車
な
ど
に
つ
い
て

軽
自
動
車
に
つ
い
て
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提
出
期
限
は
１
月
31
日
で
す

○ 

土
地
・
建
物

工
場
・
商
店
・
農
業
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
、
ア
パ
ー
ト
を
貸
し
て
い
る
、
太
陽
光
発
電
施
設

（
家
庭
用
を
除
く
。）を
設
置
し
た
な
ど
、
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
で
、
償
却
資
産
を
お
持
ち

の
方
は
、
地
方
税
法
第
３
８
３
条
の
規
定
に
よ
り
毎
年
１
月
１
日
現
在
に
所
有
し
て
い
る
償

却
資
産
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在
地
の
市
町
村
に
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○ 

使
用
可
能
期
間
が
１
年
未
満
の
資
産

○ 

取
得
価
額
が
10
万
円
未
満
で
、
法
人

税
・
所
得
税
の
申
告
上
、
一
時
損
金
ま

た
は
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
資
産

○ 
取
得
金
額
が
20
万
円
未
満
で
、
法
人

税
・
所
得
税
の
申
告
上
、
一
括
し
３
年

間
で
均
等
償
却
さ
れ
る
資
産

○ 

自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象

と
な
る
自
動
車
・
軽
自
動
車
・
ナ
ン
バ
ー

の
あ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
資
産
税
係

 

（
内
線
42
・
43
）

　

所
有
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
は
、
相

続
登
記
を
完
了
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
固
定

資
産
税
等
の
賦
課
徴
収
お
よ
び
還
付
に
関

す
る
書
類
を
受
領
す
る
相
続
人
の
代
表
者

を
選
び『
相
続
人
代
表
者
指
定
届
出
書
』に

よ
り
町
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
を
賦

課
期
日
と
し
て
、
そ
の
所
有
者
に
課
税
さ

れ
ま
す
。

　

家
屋
の
新
築
等
に
伴
い
、
平
成
26
年
中

に
家
屋
を
取
り
壊
し（
一
部
取
り
壊
し
も

含
む
）、
家
屋
滅
失
登
記
を
し
て
い
な
い

方
で
、『
家
屋
取
壊
届
出
書
』を
ま
だ
提
出

さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
至
急
税
務
課
資

産
税
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
『
家
屋
取
壊
届
出
書
』を
提
出
し
て
い
た

だ
か
な
い
と
、
取
り
壊
し
た
家
屋
が
台
帳

に
登
録
さ
れ
た
ま
ま
と
な
り
、
引
き
続
き

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
必

ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
る
家
屋

は
、
４
月
に
納
税
通
知
書
と
一
緒
に
送
付

し
て
あ
り
ま
す
課
税
明
細
書
に
よ
り
確
認

が
で
き
ま
す
。

平
成
27
年
度

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）申
告
の
お
願
い

　

償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で
工
場

や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
人
が
、
そ

の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

機
械
・
器
具
・
備
品
等
を
い
い
、
次
の
６
種

類
の
事
業
用
資
産
で
す
。

①
構
築
物（
駐
車
場
・
鉄
塔
な
ど
）

②
機
械
お
よ
び
装
置

　
（
旋
盤
・
動
力
配
線
設
備
な
ど
）

③
船
舶

④
航
空
機

⑤
車
両
お
よ
び
運
搬
具

　
（
大
型
特
殊
自
動
車
な
ど
）

⑥
工
具
・
器
具
・
備
品

　
（
測
定
工
具
・
机
・
椅
子
な
ど
）

申
告
の
対
象
と
な
る
償
却
資
産

申
告
の
方
法

提
出
期
限

原
則
と
し
て
申
告
の
対
象
に

な
ら
な
い
も
の

○
前
年
度
申
告
を
さ
れ
た
方

　

町
か
ら
12
月
中
旬
頃
に
申
告
書
を
送
付

し
ま
す
。
平
成
26
年
１
月
１
日
か
ら
同
年

12
月
末
日
ま
で
に
増
加
・
減
少
し
た
資
産
、

ま
た
は
修
正
を
必
要
と
す
る
資
産
の
申
告

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
今
年
度
新
規
に
申
告
さ
れ
る
方

　

申
告
書
が
税
務
課
資
産
税
係
に
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご

連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
送
付
し
ま
す
。

　

全
資
産
を
種
類
別
明
細
書
に
記
入
し
て

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
業
を
行
っ
て
い
て
も
、
申
告

す
る
資
産
が
な
い
場
合
に
は
、
申
告
書
の

備
考
欄
に「
該
当
資
産
な
し
」と
、
明
記
し

て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

○
電
算
処
理
で
申
告
さ
れ
る
方

　

事
業
所
独
自
に
申
告
書
を
作
成
さ
れ
る

場
合
は
、
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
の
全

資
産
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
の
提
出
期
限
は
、
地
方
税
法
第

３
８
３
条
で
１
月
31
日
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
申
告
書
が
お
手
元
に
届
き
ま
し
た

ら
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
お
早
め
に

税
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
し
た
皆

さ
ん
は
届
出
を

所
有
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
は
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